
出産・子育てに関する支援活動所属長チェックシート出産・子育てに関する支援活動所属長チェックシート出産・子育てに関する支援活動所属長チェックシート出産・子育てに関する支援活動所属長チェックシート

所属に妊娠が判明した教職員や配偶者が出産を控えている教職員がいる場合、このチェック

シートを活用してください。

特に、男性教職員がより積極的に子育てに参加できるよう、助言を行ってください。

（以下Ｐは「次世代育成支援ハンドブック」のページを表しています。）

子 の 名 前

教職員名 出産予定日 ． ．

出 産 日 ． ．

ﾁｪｯｸ欄

「次世代育成支援ハンドブック」の配布（該当教職員が持っていない場合） □

「我が家の子育て計画早見表」（Ｐ２～３）の作成指導 □

該当教職員に対し、「我が家の子育て計画早見表」を元にヒアリングを実施

□

＜職員に対する制度の説明・助言＞

特に男性教職員に対して、次の各種休暇制度の説明と取得を呼びかけ □

手続き

休暇・休業制度 制 度 の 内 容

取得確認

男性育児休暇 配偶者の産前産後期間中に、その出産に係る子又は小学校

（特別休暇） 就学前の子と同居して世話をするための休暇 特休届

（１日・半日・１時間単位で５日まで取得可能）

実績確認：休暇取得日数 （ ）日 □

Ｐ６

配偶者出産休暇 配偶者の出産に伴う入退院の付き添い、入院中の世話、子

（特別休暇） どもの出生届の提出のための休暇 特休届

（１日・半日・１時間単位で３日まで取得可能）

実績確認：休暇取得日数 （ ）日 □

Ｐ６

育児休業 ３歳未満の子を養育のために取得可能（配偶者の就職状況 育児休業

（無給） 等問わず、また夫婦ともに取得可） 承 認

また、配偶者の産前産後休暇期間中に、男性教職員が取得 請 求 書

※期末・勤勉手当 することもできる。

の除算あり

実績確認：取得内容（

□

Ｐ７ ）

部分休業 小学校就学前の子の養育のため、１日２時間の範囲内で取 部分休業

（無給） 得することができる（配偶者の就職状況等問わず、また夫婦 承 認

ともに取得可）。 請 求 書

実績確認：取得内容（

□

Ｐ９ ）

育児短時間勤務 小学校就学前の子の養育のため、定められた勤務の形態に 育児短時間勤務

より、育児短時間勤務をすることができる（配偶者の就職状 承 認 請 求 書

況等問わず、また夫婦ともに取得可）。

実績確認：取得内容（

□

Ｐ９ ）



手続き

休暇・休業制度 制 度 の 内 容

取得確認

育児時間 生後１年６か月に達しない子の養育のため、１日90分以

（特別休暇） 内で取得することができる（夫婦合わせて90分、夫婦で同 特休届

じ時間帯に取得可。夫が府職員以外の場合は妻は９０分取得

可。）。

実績確認：取得内容（

□

Ｐ10 ）

子育てを行う教職 中学３年生終了までの子又は特別支援学校（高等部専攻科

員の休暇 を除く。）に在籍する子の看病及び通院等の世話、任意の予 特休届

（特別休暇） 防接種及び健康診断等の付き添い、学校行事への参加のため

の休暇

小学校３年生終了までの子の場合、インフルエンザや台風

などで休校等となった場合にも利用でき、中学校３年生の場

合、合格した高校等が主催する入学説明会に出席する場合も

利用できる。

（１日・半日・１時間単位で７日まで取得可能。対象となる

子が２人の場合10日、３人以上の場合は３人目の子１人に

つき１日加算）

実績確認：取得内容（

□

Ｐ10 ）

特に妊娠中の女性教職員に対して、学校としての支援体制 □

学校としての体制 妊娠中の教職員の業務分担を配慮するため職場全体でのフォロー

妊娠中の教職員への長期及び遠方への出張等配慮

その他

手当関係の説明 □

児童手当 中学校３年生修了までの子を養育しているとき、

Ｐ14 前年1年間の所得額に応じて支給

扶養手当 扶養親族に認定された場合に支給

Ｐ16 月額 ６，５００円

その他制度説明 □

育児を行う教職員 ３歳未満の子を養育する教職員は、時間外勤務を免除することを請求

の時間外勤務制限 できる。

小学校就学前までの子を養育する教職員は、時間外勤務を月24時間

以内かつ年150時間以内に制限することを請求できる。

Ｐ11 （１年又は１年に満たない月）

育児を行う教職員 小学校就学前までの子を養育する教職員は、深夜勤務（午後10時～

の深夜勤務制限 午前５時）の制限を請求することができます。（６か月以内）

Ｐ11 ただし、常態として養育できる配偶者がいる場合を除く。

※ 教育職員の場合、時間外勤務を命じることができる項目が限定されていることを踏まえて、

説明してください。


